
「手話言語法（仮称）」制定を求める意見書

手話とは、音声ではなく手や指、体などの動きや顔の表情を使っ

て意思を伝える独自の語彙や文法体系を持つ言語であります。手話

を使う聴覚障害者にとっては、聞こえる人たちの音声言語と同様に

情報獲得やコミュニケーションの手段として極めて重要なものであ

ります。

しかしながら、我が国では長い間、聴覚に障害のある子どもたち

に対する教育は、口話法が用いられ、ろう学校等における手話の使

用は制約を受けてきました。

このような中、平成１８年１２月に国際連合総会において採択さ

れた障害者権利条約に「手話は言語」であることが初めて明記され

ました。これにより、手話が言語であることが、国際的に認知され

たことになります。

こうした動きを受け、我が国においても障害者権利条約の批准に

向けて国内法の整備を進め、平成２３年８月、障害者基本法を改正

し「言語（手話を含む。）」と明記しました。更に、同法第２２条で

は、国及び地方公共団体に対して、障害者の意思疎通を仲介する者

の養成等を含む情報のバリアフリー化に関する施策を講ずることな

どが義務づけられました。

しかしながら、手話が音声言語と対等な言語であることが広く国

民に周知され、聴覚障害者が家庭・学校・地域社会などあらゆる場

面で自由に使うことができ、さらには、言語として普及・研究して

いくためには、障害者基本法の改正だけでは十分でなく、より具体

的な施策が盛り込まれた「個別法」の制定が急務であります。

よって、国においては、早急に「手話言語法（仮称）」を制定する

よう強く要望します。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。
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